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今回のテーマ：日中社会保障協定（2019 年 9 月 1 日より発効）について 

2019年9月1日より、日中社会保障協定が発効される。これにより、日本と中国における年金保
険料の二重払い問題が解消され、企業や駐在員の負担が軽減されることになる。本号では、日中社
会保障協定の内容について解説する。 
 

 

日本 → 中国 中国 → 日本 

内容 
派遣開始日より最長 5 年間、中国の養老保険

の加入が免除される。 

派遣開始日より最長5年間、日本の国民年金・

厚生年金保険の加入が免除される。（個人負

担分・会社負担分ともに納付義務免除） 

対象者 

日本法人から中国へ派遣される被用者(現地採

用者、自営業者、及び日本の年金制度に任意

加入の方は対象外)。なお、国籍不問。 

中国法人から日本へ派遣される被用者(現地採

用者、自営業者、及び中国の年金制度に任意

加入の方は対象外)。なお、国籍不問。 

協定発効前より

既に駐在してい

る場合の取扱い 

協定発効日である 2019 年 9 月 1 日を起算日として最長 5 年間。 

延長申請 

5 年を超える場合も、適用証明期間継続・延長申請に基づき、延長が認められる場合がある（最長

5 年）。なお、10 年を超える場合でも、申請に基づき、両国関係機関間で個別に判断の上合意した

ときには、更に引続き派遣元国の年金制度のみに加入する事ができる。 

既に納付した年

金保険料の取扱

い 

中国へ派遣された被用者が日本に帰国する際、

既に納付した養老保険のうち「個人負担分」につ

いて、中国社会保険センターへ帰任帰国に係る

申請と同時に還付請求を行う事ができる。 

日本へ派遣された被用者が中国に帰国する際、

既に納付した年金保険料のうち「個人負担分」に

ついて、日本年金機構へ脱退一時金の請求を

行う事ができる。 

※ 脱退一時金の受給要件として、日本年金

機構が請求書を受理した日に日本に住所

を有していないことが必要。 

年金加入期間の

通算について 

現状、日中社会保障協定は「保険料の二重負担防止」のみが有効であり、「年金加入期間の通算」

は認められていない。 

インターバルルー

ルの有無 

再度派遣される場合、直前の派遣終了日から、再度の派遣の開始日までの間に経過すべき期間につ

いてのルール（いわゆるインターバルルール）は、ない。 

申請手続フロー 

① 日本年金機構の年金事務所または事務セ

ンターにおいて「適用証明書」の交付を申請

する。 

② 日本年金機構から交付された「適用証明

書」の原本を、派遣先の中国の事業所を通

じ、その派遣先事業所を所管する中国の社

会保険料徴収機関に提出する。 

 

※ 「適用証明書」の交付申請は2019年8月

1 日より既に開始されており、協定発効日

（2019 年 9 月 1 日）以降順次発送され

る。 

① 中国の人力資源・社会保障局に「適用証

明書」の交付を申請する。 

② 中国の人力資源・社会保障局から交付さ

れた「適用証明書」の原本を、派遣先の日

本の事業所を通じ、その派遣先事業所を

所管する日本の年金事務所に対し、提出

する。 

 

※ 協定発効前より日本に派遣され就労してい

る被用者の場合、中国で交付された「適用

証明書」を日本の年金事務所等に提示の

上、日本の年金事務所に「資格喪失届」を

提出する。 

 
 



お見逃しなく： 

 中華人民共和国で就労する被用者のための日本国公的年金の適用に関する証明書 見本  

 

 適用証明書 見本  
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